
関 

係 

者 

各 

位 
国
土
交
通
省
が
施
行
す
る
﹁
一
般
国
道
５
５
号
改
築
工
事
︵
高
知
東
部
自
動
車
道
﹁
南
国
安
芸
道
路
﹂・
高
知
県
安
芸
市
赤
野
字
古
御
殿
地
内
か
ら
同
市
赤
野
字
中
サ
デ
地
内
ま
で
及
び

同
市
穴
内
字
上
ミ
田
地
内
か
ら
同
市
穴
内
字
腰
懸
地
内
ま
で
︶﹂
に
つ
い
て
︑
令
和
７
年
２
月
２
６
日
付
け
国
土
交
通
省
告
示
第
１
２
４
号

土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
く
事

業
の
認
定
の
告
示
が
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
の
皆
さ
ん
に
︑
次
の
事
項
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒ 

記 

一 

事
業
の
認
定
の
告
示

起
業
地  

 

イ 

収
用
の
部
分 

高
知
県
安
芸
市
赤
野
字
い
そ
道
︑
字
磯
道
及
び
字
中
サ
デ
並
び
に
穴
内
字
上
ミ
田
︑
字
八
町
︑
字
道
南
︑
字
金
山
︑
字
西
平
︑
字
茶
屋
︑
字
普
当
ノ
畝
︑
字
茶
園
︑
字
石
ノ
戸
︑

字
平
右
衛
門
口
︑
字
六
助
谷
︑
字
五
郎
谷
︑
字
立
岡
︑
字
中
平
及
び
字
腰
懸
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

高
知
県
安
芸
市
赤
野
字
古
御
殿
︑
字
古
道
西
ノ
入
口
︑
字
北
オ
ン
ブ
ク
谷
︑
字
い
そ
道
︑
字
磯
道
及
び
字
中
サ
デ
並
び
に
穴
内
字
上
ミ
田
︑
字
八
町
︑
字
道
南
︑
字
金
山
︑
字

西
平
︑
字
茶
屋
︑
字
普
当
ノ
畝
︑
字
茶
園
︑
字
石
ノ
戸
︑
字
平
右
衛
門
口
︑
字
六
助
谷
︑
字
五
郎
谷
︑
字
立
岡
及
び
字
腰
懸
地
内 

︵
注
︶
起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
は
安
芸
市
役
所
建
設
課
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
︒ 

二 

土
地
価
格
の
固
定
に
つ
い
て 

起
業
地
に
つ
い
て
は
︑
事
業
の
認
定
の
告
示

日

土
地
価
格
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
︒ 

三 

補
償
を
受
け
ら
れ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て 

土
地
所
有
者
以
外
の
者
で
事
業
の
認
定
の
告
示

日
以
後
に
新
た
に
権
利
を
取
得
し
た
者
は
︑
既
存
の
権
利
を
承
継
し
た
場
合
を
除
き
︑
補
償
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
︒ ま

た
︑
裁
決
申
請
後
に
裁
決
手
続
開
始
決
定
登
記
が
さ
れ
た
権
利
を
承
継
し
た
者
は
︑
特
別
な
場
合
を
除
き
︑
損
失
の
補
償
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒ 

四 

土
地
の
保
全
に
つ
い
て 

事
業
の
認
定
の
告
示

日
以
後
に
お
い
て
は
︑
何
人
も
︑
高
知
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
︑
起
業
地
に
つ
い
て
明
ら
か
に
事
業
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
形
質
の
変

更
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒ 

五 

補
償
の
制
限
に
つ
い
て 

土
地
所
有
者
又
は
関
係
人
は
︑
起
業
地
に
つ
い
て
事
業
の
認
定
の
告
示

日
以
後
に
お
い
て
︑
土
地
の
形
質
を
変
更
し
た
り
︑
工
作
物
を
新
築
等
し
た
り
︑
又
は
物
件
を
付

加
増
置
し
た
り
し
た
と
き
は
︑
あ
ら
か
じ
め
高
知
県
知
事
の
承
認
を
得
た
場
合
を
除
き
︑
こ
れ
に
関
す
る
損
失
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒ 

六 

裁
決
の
申
請
の
請
求
に
つ
い
て 

土
地
所
有
者
及
び
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利

関
係
人
は
︑
自
分
が
権
利

土
地
に
つ
い
て
︑
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
に
対
し
︑
裁

決
の
申
請
を
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒ 

七 

補
償
金
の
支
払
請
求
に
つ
い
て 

土
地
所
有
者
及
び
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利

関
係
人
は
︑
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
長
に
対
し
︑
土
地
及
び
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に

対
す
る
補
償
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
こ
の
補
償
金
の
支
払
請
求
は
︑
裁
決
申
請
の
請
求
と
あ
わ
せ
て
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒ 

八 

明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
つ
い
て 

土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
か
ら
も
︑
直
接
高
知
県
収
用
委
員
会
あ
て
に
明
渡
裁
決
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒ 

九 

の
配
布
に
つ
い
て 

補
償
等
に
関
す
る
詳
し
い
内
容
を
記
載
し
た

補
償
等
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
﹂
を
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
土
佐
国
道
事
務
所
用
地
第
一
課
及
び
安
芸
市
役

所
建
設
課
に
お
い
て
配
布
い
た
し
ま
す
︒ 

十 

そ
の
他
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
︑
高
知
県
高
知
市
江
陽
町
２
番
２
号
所
在
の
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
土
佐
国
道
事
務
所
用
地
第
一
課
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
︒ 
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